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報    告 



報告第16号 

専決処分の報告について 

人身事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分した

ので、報告する。 

令和６年９月30日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

専決第12号 

専 決 処 分 書 

人身事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和６年８月14日専決 

島田市長 染 谷 絹 代 

和解等の 

内  容 

・甲（島田市）は、乙（●●●●●●●●）に対し、損害賠償の額

として、196,563円を支払う。

・乙は、損害賠償額の全額を受領した場合には、今後、何ら異議の

申立て等をしない。

相 手 方 

住  所 
●●●●●●●●●●●●●● 

相 手 方 

氏  名 
●●●●●●●● 

事故発生 

年 月 日 
令和６年５月26日 

事故発生 

場  所 
島田市湯日2642番地の７ 

事 故 の 

概  要 

蓬莱橋右岸側仮設トイレの木製踏み台を固定する部分が腐食し

ていた。そのため、トイレを利用した後、木製踏み台へ乗ったとこ

ろ、踏み台が破損したことにより転倒し、腰を負傷させたもの 

－ 4 －



報告第17号 

専決処分の報告について 

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分した

ので、報告する。 

令和６年９月30日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

専決第13号 

専 決 処 分 書 

物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和6年9月20日専決 

島田市長 染 谷 絹 代 

和解等の 

内 容 

・甲（島田市）は、乙（●●●●●●●●）対し、損害賠償の額と

して、445,038円を支払う。

・乙は、損害賠償額の全額を受領した場合には、今後、何ら異議の

申立て等をしない。

相 手 方 

住 所 
●●●●●●●●●●●● 

相 手 方 

氏 名 
●●●●●●●● 

事故発生 

年 月 日 
令和６年８月７日 

事故発生 

場 所 
島田市横岡新田34番地の４地先 

事 故 の 

概 要 

粗大ごみの戸別収集のため、収集運搬車を後退させたところ、後

方に停車していた相手方車両のフロント部分に衝突し、損傷させた

もの 

－ 5 －



 

 

 

 

 

 

一 般 会 計 予 算 書 



議案第61号 

令和６年度島田市一般会計補正予算（第６号） 

令和６年度島田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53,500千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ44,009,930千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年９月30日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

－ 7 －



第１ 補

3,500 885,6

正

61

歳　 　入　 　合　 　計 43,956,430 53,500 44,009,930

款 項 補正前の額 補 正 額 計

(単位 :千円)歳

表

　出

11 災害復旧費 160,391 53,500 213,891

1 農林業施設災害復旧費 138,791

款

53,500 192,

項

291

補

歳　 　出　

正

　合　 　計 4

　

前

3,956,430 5

の

3,500 44,00

額

9,930

補 正 額 計

(

歳

単位 :千円)歳　入

入

20 繰越

歳

金 832,161 53

出

,500 885,66

予

1

1 繰

算

越金 832,161 5
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条  例  そ  の  他 



議案第62号 

財産の取得に関し追認の議決を求めることについて 

（令和２年度 島田第一小学校他９校で使用した小学校教員用教科書等） 

島田市立島田第一小学校他９校で使用した小学校教員用の教科書及び指導書とし

て、次のとおり動産を取得したので、議決を求める。 

令和６年９月30日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

１ 動産の種別及び数量 

小学校教員用の教科書及び指導書 4,815冊 

２ 購入金額 

40,017,072円 

３ 契約方法 

随意契約 

４ 購入先 

島田市宮川町2471番地の４ 

株式会社いろは堂書店 

代表取締役 曽根 豊久 

５ 契約年月日 

令和２年３月24日 

６ 使用校 

島田市立島田第一小学校、島田市立島田第二小学校、島田市立島田第四小学校、島

田市立六合小学校、島田市立六合東小学校、島田市立大津小学校、島田市立伊太小学

校、島田市立相賀小学校、島田市立神座小学校及び島田市立伊久美小学校 

－ 10 －



議案第63号 

財産の取得に関し追認の議決を求めることについて 

（令和２年度 島田第三小学校他７校で使用した小学校教員用教科書等） 

島田市立島田第三小学校他７校で使用した小学校教員用の教科書及び指導書とし

て、次のとおり動産を取得したので、議決を求める。 

令和６年９月30日提出 

島田市長 染 谷 絹 代 

１ 動産の種別及び数量 

小学校教員用の教科書及び指導書 3,193冊 

２ 購入金額 

26,112,572円 

３ 契約方法 

随意契約 

４ 購入先 

島田市金谷本町2008番地の１ 

株式会社佐塚文化堂 

代表取締役 佐塚 照夫 

５ 契約年月日 

令和２年３月24日 

６ 使用校 

島田市立島田第三小学校、島田市立島田第五小学校、島田市立初倉小学校、島田市

立初倉南小学校、島田市立湯日小学校、島田市立金谷小学校、島田市立五和小学校及

び島田市立川根小学校 

－ 11 －



議案第64号 

 

財産の取得に関し追認の議決を求めることについて 

（令和６年度 島田第一小学校他５校で使用する小学校教員用教科書等） 

 

島田市立島田第一小学校他５校で使用する小学校教員用の教科書及び指導書とし

て、次のとおり動産を取得したので、議決を求める。 

 

令和６年９月30日提出 

 

島田市長 染 谷 絹 代 

 

１ 動産の種別及び数量 

小学校教員用の教科書及び指導書 4,567冊 

 

２ 購入金額 

 43,703,556円 

 

３ 契約方法 

随意契約 

 

４ 購入先 

島田市宮川町2471番地の４ 

株式会社いろは堂書店 

代表取締役 曽根 豊久 

 

５ 契約年月日 

令和６年３月18日 

 

６ 使用校 

島田市立島田第一小学校、島田市立島田第二小学校、島田市立島田第四小学校、島

田市立六合小学校、島田市立六合東小学校及び島田市立大津小学校 

－ 12 －



議案第65号 

 

財産の取得に関し追認の議決を求めることについて 

（令和６年度 島田第三小学校他６校で使用する小学校教員用教科書等） 

 

島田市立島田第三小学校他６校で使用する小学校教員用の教科書及び指導書とし

て、次のとおり動産を取得したので、議決を求める。 

 

令和６年９月30日提出 

 

島田市長 染 谷 絹 代 

 

１ 動産の種別及び数量 

小学校教員用の教科書及び指導書 3,226冊 

 

２ 購入金額 

 30,864,680円 

 

３ 契約方法 

随意契約 

 

４ 購入先 

島田市金谷本町2008番地の１ 

株式会社佐塚文化堂 

代表取締役 佐塚 慎己 

 

５ 契約年月日 

令和６年３月18日 

 

６ 使用校 

島田市立島田第三小学校、島田市立島田第五小学校、島田市立初倉小学校、島田市

立初倉南小学校、島田市立金谷小学校、島田市立五和小学校及び島田市立川根小学校 

－ 13 －



 

 

 

 

 

 

一 般 会 計 

予算に関する説明書 



歳　　入　　合　　計 43,

款

956,430 53,

補

500 44,009,

正

930

前

補 正

の

 額 の 財 源 内

額

 訳

款 補正前の額 補 

補

正 額 計 特  定

　

  財  源

正

一  般

国県支出金 地

　

方債 その他 財  源

(

額

単位 :千円)歳　　

計

出

歳

11 災害復旧費 16

 

0,391 53,50

入

0 213,891 53

 

,500

歳

歳  出 

 

 合  計 43,95

出

6,430 53,50

 

0 44,009,93

補

0 53,500

 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１　総　　括
歳　　入 (単位 :千円)

20 繰越金 832,161 53,500 885,661

－ 15 －



2 

0

61

繰越金 （項）1 繰越

 

金

目 補正

歳

前の額 補　正　額 計

　

1 繰越金 8

入

32,161 53,5

（

00 885,661

款

計

）

832,161 5

2

3,500 885,6

3 

1

1 農林業施設災害 1

災

38,791 53,5

害

00 192,291 5

復

3,500

旧

復旧費

費 （項

計

）

138,

1

791 53,500 1

農

92,291 53,5

林

00

業施設災害復旧費

 歳　

補 正 額 の 

出

財 源 内 訳

目 補正

（

前の額 補 正 額 計

款

特　定　財　源
一般財源

国県支出金 地方債 その

）1

他

－ 16 －



　明
区　　分 金　額

（単位 :千円）

1 前年度繰越金 53,500 前年度繰越金 53,500

節
説　

12 8,

　分

600委託料

金 

 農業用施設災害復旧事業

 林業用施設災害復旧事業

53,500

13,200

40,300

14 3,500工事請負費

 額
説　  明

（単位 :千円）

19,35010 需用費  1 農林業施設災害復旧事業

11

節

22,050役務費

区　

－ 17 －


